
１

６
検

討
事

項
（
１
）
中

心
市

街
地

活
性

化
法

に
よ
る
エ
リ
ア
（
案

）
中

心
市

街
地

活
性

化
法

に
位

置
付

け
る

エ
リ

ア
の

設
定

に
は

、
以

下
の

３
つ

の
要

件
を

満
た

す
必

要
が

あ
る

。

３
つ

の
要

件

（
１

）
当

該
市

街
地

に
、

相
当

数
の

小
売

商
業

者
が

集
積

し
、

及
び

都
市

機
能

が
相

当
程

度
集

積
し

て
お

り
、

そ
の

存
在

し
て

い
る

市
町

村
の

中
心

と
し

て
の

役
割

を
果

た
し

て
い

る
市

街
地

で
あ

る
こ

と
。

（
２

）
当

該
市

街
地

の
土

地
利

用
及

び
商

業
活

動
の

状
況

等
か

ら
み

て
、

機
能

的
な

都
市

活
動

の
確

保
又

は
経

済
活

力
の

維
持

に
支

障
を

生
じ

、
又

は
生

ず
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

市
街

地
で

あ
る

こ
と

。

（
３

）
当

該
市

街
地

に
お

け
る

都
市

機
能

の
増

進
及

び
経

済
活

力
の

向
上

を
総

合
的

か
つ

一
体

的
に

推
進

す
る

こ
と

が
、

当
該

市
街

地
の

存
在

す
る

市
町

村
及

び
そ

の
周

辺
の

地
域

の
発

展
に

と
っ

て
有

効
か

つ
適

切
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

こ
と

。

（
中

心
市

街
地

の
活

性
化

に
関

す
る

法
律

よ
り

）

中
心
市
街
地
活
性
化
法
に
よ
る
エ
リ
ア
（
1
6
6
h
a）
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